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会 議 次 第

１ 開 会

２ 副市長挨拶

３ 委員紹介

４ 事務局紹介

５ 会議の成立報告

６ 会長選出

７ 会長職務代理者の指名

８ 議 事

(1) 署名委員の指名 

(2) 議 題

  （諮問事項）

ア 芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例による特例許可

について

（報告事項）

 ア 景観地区における認定状況について

  イ 芦屋市景観アドバイザー会議の開催状況について

９ その他

10 閉 会 



芦屋市都市景観審議会委員名簿（令和４年８月１８日開催）

区 分 氏 名 経 歴 等

学 識 経 験 者

徳
とく

尾野
お の

 徹
てつ

大阪公立大学大学院工学研究科 教授

嶽山
たけやま

 洋志
ひろし 兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント 

研究科 准教授 

増岡
ますおか

 亮
りょう

大手前大学建築・芸術学部 准教授 

小浦
こうら

 久子
ひさこ

神戸芸術工科大学環境デザイン学科 教授 

栗山
くりやま

 尚子
なおこ

神戸大学大学院工学研究科建築学専攻 准教授 

加
か

我
が

 宏之
ひろゆき

大阪公立大学農学部緑地環境科学科 教授 

平田
ひらた

 智
とも

仁
ひと

弁護士

関係行政機関の職員 伊藤
いとう

 晃彦
てるひこ 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所

まちづくり参事

市 議 会 議 員 川島
かわしま

 あゆみ 建設公営企業常任委員会 委員長

市 民 中前
なかまえ

 あゆみ 市民委員（公募）

市職員出席者名簿

副市長            佐藤
さとう

 徳
とく

治
じ

 都市計画課主幹        長良
ながら

 晶子
しょうこ

技監             西田
にしだ

 憲生
のりお

 都市計画課まちづくり係長   岡本
おかもと

 周三
しゅうぞう

都市建設部部長        辻
つじ

 正彦
まさひこ

 都市計画課主査        福井
ふくい

 辰
たつ

哉
や

都市計画課          脇
わき

  直子
なおこ

資料-1



令和４年度第１回芦屋市都市景観審議会 説明資料

令和４年８月

１ 芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例における特例基準による許可

（特例許可）とは

  一般基準に該当しないもののうち、市長が特例基準に該当すると認めるときは、芦屋市

風致地区内における建築等の規制に関する条例第 5 条により、芦屋市都市景観審議会の
意見を聴かなければならないとしている。

２ 特例基準

  特例基準は、建築物の高さ、建築物が接する地盤面の高低差、建ぺい率、建築物の外壁

の後退距離、緑地率及び工作物の高さについて、次の表のとおり定められている。今回の

諮問案件において該当するのは、「建築物が接する地盤面の高低差」についてである。

  ※以下の表は芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例の別表を基に作成

したものであり、一般基準との比較等、詳細については別冊「資料-３」を参照のこ

と。

行為の区分 項目 特例基準

建築物の新

築

1 建築物の高さ

2 建築物が接する

地盤面の高低差

建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行わ

れる土地及びその周辺の土地の区域における風致

と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致

の維持に有効な措置が行われることが確実と認め

られる場合

3 建ぺい率

4 建築物の外壁の

後退距離

土地の状況により支障がないと認められる場合

建築物の新

築及び宅の

造成以外の

土地の形質

の変更

緑地率 土地の状況により支障がないと認められる場合

工作物の新

築
工作物の高さ

建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行わ

れる土地及びその周囲の土地の区域における風致

と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致

の維持に有効な措置が行われることが確実と認め

られる場合

  ※「建築物が接する地盤面の高低差」については、別冊「資料-４」Ｐ.４参照のこと。
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３ 特例基準の考え方（運用指針）

（１） 風致地区において、建築等の行為を行う時は，地区内の良好な自然景観を維持する

ため一般基準に従い行為を行うことが原則。そのため、特例基準の適用については、

建築物の位置、規模及び形態等が個々に異なるため、1件ごとの申請について個別に
厳正な審査を行ったうえで、許可するものである。特例許可は、風致の維持を図るう

えで重大な影響があり、慎重・公平に行うことが必要であるため、第 3者機関である
芦屋市都市景観審議会の意見を聴かなければならないとしている。

（２） 特例基準の適用を検討するにあたっては、次のような一般基準を超えることがや

むを得ない正当な理由が必要である。

①  当該行為を一般基準内で行うよりも、現況の良好な樹林の保全が図られる等、よ

り積極的に風致の維持が図られる場合。

②  当該行為を一般基準内で行うことにより、当該建築物等の特殊な用途上その機能

を維持することが困難な場合。

③  傾斜地等敷地の地形等からみて、一般基準によることが著しく不合理な場合。

（３） 特例基準の適用例

①  周辺等の風致と著しく不調和でないとは、当該建築物等が敷地の傾斜、既存の樹

木等によりほとんど見えない位置に建築され、かつ、建築物の色彩等の外観が当該

敷地内及び周辺の建築物と調和が図られている場合。

②  風致の維持に有効な措置とは、敷地の周辺部（特に道路沿い）等外部からよく見

える部分に新たに緑地を設ける。高木を植栽する等、主として植栽の充実を図る場

合。

③  また、敷地の状況から傾斜地に建築せざるを得ず、かつ、高低差が６ｍを超える

ような場合において、周辺との調和、樹木の保全等を総合的に勘案し建築物の接す

る地盤面の高低差が基準を超えることが止むを得ない場合も適用の検討対象。



1/10 

○芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例（抜粋） 

（許可の基準） 

第５条 市長は，第２条第１項各号に掲げる行為が別表第３に掲げる基準に適合して

いると認めるときは，同項の許可をするものとする。この場合において，市長が，

同表に掲げる基準のうち特例基準に該当すると認めるときは，あらかじめ，芦屋市

附属機関の設置に関する条例（平成１８年芦屋市条例第５号）第２条の表に規定す

る芦屋市都市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

別表第３（第５条関係） 

許可の基準 

区分 一般基準 特例基準 

１ 建築

物等の

新築 

(1) 仮設の

建築物等 

ア 建築物等の構造が容易

に移転し，又は除却するこ

とができるものであるこ

と。 

イ 建築物等の規模及び形

態が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区

域における風致と著しく

不調和でないこと。 

(2) 地下に

設ける建築

物等 

建築物等の位置及び規模が

新築の行われる土地及びそ

の周辺の土地の区域におけ

る風致の維持に支障を及ぼ

すおそれが少ないこと。 

(3) (1)及び

(2)以外の

建築物 

ア 建築物の高さが第１種

風致地区（以下「第１種」

という。）及び第２種風致

建築物の位置，規模，形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に
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地区（以下「第２種」とい

う。）にあっては１０メー

トル以下，第３種風致地区

（以下「第３種」という。）

にあっては１５メートル

以下であること。 

おける風致と著しく不調和で

なく，かつ，敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる

場合は，左欄によらないこと

ができるものであること。 

イ 建築物の建ぺい率が第

１種にあっては１０分の

２以下，第２種にあっては

１０分の３以下，第３種に

あっては１０分の４以下

であること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 建築物の外壁の後退距

離は，次に掲げる基準によ

るものであること。 

（ア） 道路に接する場合

第１種にあっては３メ

ートル以上，第２種及び

第３種にあっては２メ

ートル以上 

（イ） その他の場合 第

１種にあっては１．５メ

ートル以上，第２種及び

第３種にあっては１メ

ートル以上 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

エ 建築物が接する地盤面

の高低差が６メートル以

下であること。 

建築物の位置，規模，形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和で
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なく，かつ，敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる

場合は，左欄によらないこと

ができるものであること。 

オ 建築物の敷地面積に対

する緑地率が第１種にあ

っては１０分の５以上，第

２種にあっては１０分の

４以上，第３種にあっては

１０分の３以上であるこ

と。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

カ 建築物の位置，形態及び

意匠が新築の行われる土

地及びその周辺の土地の

区域における風致と著し

く不調和でないこと。 

(4) (1)及び

(2)以外の

工作物 

ア 工作物の高さが第１種

及び第２種にあっては１

０メートル以下，第３種に

あっては１５メートル以

下であること。 

工作物の位置，規模，形態及

び意匠が新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域に

おける風致と著しく不調和で

なく，かつ，敷地について風

致の維持に有効な措置が行わ

れることが確実と認められる

場合は，左欄によらないこと

ができるものであること。 

イ 工作物の位置，規模，形

態及び意匠が新築の行わ

れる土地及びその周辺の



4/10 

土地の区域における風致

と著しく不調和でないこ

と。 

２ 建築

物等の

改築 

(1) 建築物 ア 改築後の建築物の高さ

が改築前の建築物の高さ

を超えないこと。 

イ 改築後の建築物の位置，

形態及び意匠が改築の行

われる土地及びその周辺

の土地の区域における風

致と著しく不調和でない

こと。 

(2) 工作物 ア 改築後の工作物の高さ

が改築前の工作物の高さ

を超えないこと。 

イ 改築後の工作物の規模，

形態及び意匠が改築の行

われる土地及びその周辺

の土地の区域における風

致と著しく不調和でない

こと。 

３ 建築

物等の

増築 

(1) 仮設の

建築物等 

ア 増築部分の構造が容易

に移転し，又は除却するこ

とができるものであるこ

と。 

イ 増築後の建築物等の規

模及び形態が増築の行わ

れる土地及びその周辺の

土地の区域における風致
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と著しく不調和でないこ

と。 

(2) 地下に

設ける建築

物等 

増築後の建築物等の位置及

び規模が増築の行われる土

地及びその周辺の土地の区

域における風致の維持に支

障を及ぼすおそれが少ない

こと。 

(3) (1)及び

(2)以外の

建築物 

ア 増築部分の建築物の高

さが第１種及び第２種に

あっては１０メートル以

下，第３種にあっては１５

メートル以下であること。

増築後の建築物の位置，規模，

形態及び意匠が増築の行われ

る土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不

調和でなく，かつ，敷地につ

いて風致の維持に有効な措置

が行われることが確実と認め

られる場合は，左欄によらな

いことができるものであるこ

と。 

イ 増築後の建ぺい率が第

１種にあっては１０分の

２以下，第２種にあっては

１０分の３以下，第３種に

あっては１０分の４以下

であること。 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 増築部分の外壁の後退

距離は，次に掲げる基準に

よるものであること。 

（ア） 道路に接する場合

第１種にあっては３メ

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 
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ートル以上，第２種及び

第３種にあっては２メ

ートル以上 

（イ） その他の場合 第

１種にあっては１．５メ

ートル以上，第２種及び

第３種にあっては１メ

ートル以上 

エ 増築後の建築物が接す

る地盤面の高低差が６メ

ートル以下であること。 

増築後の建築物の位置，規模，

形態及び意匠が増築の行われ

る土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不

調和でなく，かつ，敷地につ

いて風致の維持に有効な措置

が行われることが確実と認め

られる場合は，左欄によらな

いことができるものであるこ

と。 

オ 増築後の建築物の位置，

形態及び意匠が増築の行

われる土地及びその周辺

の土地の区域における風

致と著しく不調和でない

こと。 

(4) (1)及び

(2)以外の

工作物 

ア 増築部分の工作物の高

さが第１種及び第２種に

あっては１０メートル以

下，第３種にあっては１５

メートル以下であること。

増築後の工作物の規模，形態

及び意匠が増築の行われる土

地及びその周辺の土地の区域

における風致と著しく不調和

でなく，かつ，敷地について
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風致の維持に有効な措置が行

われることが確実と認められ

る場合は，左欄によらないこ

とができるものであること。

イ 増築後の工作物の規模，

形態及び意匠が増築の行

われる土地及びその周辺

の土地の区域における風

致と著しく不調和でない

こと。 

４ 建築

物等の

移転 

(1) 建築物 ア 移転後の建築物の外壁

の後退距離は，次に掲げる

基準によるものであるこ

と。 

（ア） 道路に接する場合

第１種にあっては３メ

ートル以上，第２種及び

第３種にあっては２メ

ートル以上 

（イ） その他の場合 第

１種にあっては１．５メ

ートル以上，第２種及び

第３種にあっては１メ

ートル以上 

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

イ 移転後の建築物の位置

が移転の行われる土地及

びその周辺の土地の区域

における風致と著しく不

調和でないこと。 
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(2) 工作物 移転後の工作物の位置が移

転の行われる土地及びその

周辺の土地の区域における

風致と著しく不調和でない

こと。 

５ 建築物等の色彩の変

更 

変更後の色彩が変更の行わ

れる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と調

和すること。 

６ 宅地の造成，土地の

開墾その他の土地の形

質の変更 

ア 形質の変更後の土地の

地表面の形状その他の状

態が植栽その他の適切な

措置が行われることによ

り当該土地の周辺の土地

の区域における風致と著

しく不調和でなく，かつ，

変更を行う土地の区域に

おける木竹の生育に支障

を及ぼすおそれが少ない

こと。 

イ 形質の変更を行う土地

の区域の面積が１ヘクタ

ールを超えるものにあっ

ては，高さが４メートルを

超えるのりを生ずる切土

又は盛土を伴わないこと。

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

ウ 区域の面積が１ヘクタ

ール以上である森林で風

致の維持上特に重要であ
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るものとして，あらかじ

め，市長が指定したものの

伐採を伴わないこと。 

エ 緑地率が第１種にあっ

ては１０分の５以上，第２

種にあっては１０分の４

以上，第３種にあっては１

０分の３以上であること。

土地の状況により支障がない

と認められる場合は，左欄に

よらないことができるもので

あること。 

オ 風致の維持に支障を及

ぼすおそれが少ないこと。

７ 水面の埋立て又は干

拓 

ア 水面の埋立て又は干拓

後の地表面の形状その他

の状態が埋立て又は干拓

を行う土地及びその周辺

の土地の区域における風

致と著しく不調和でない

こと。 

イ 当該埋立て又は干拓を

行う土地及びその周辺の

土地の区域における木竹

の生育に支障を及ぼすお

それが少ないこと。 

８ 木竹の伐採 次のいずれかに該当し，か

つ，伐採の行われる土地及び

その周辺の土地の区域にお

ける風致を損なうおそれが

少ないこと。 

ア 第２条第１項第１号及

び第３号に掲げる行為を
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するために必要な最小限

度の木竹の伐採 

イ 森林の択伐 

ウ 伐採後の成林が確実で

あると認められる森林の

皆伐（区域の面積が１ヘク

タール以上である森林で

風致の維持上特に重要で

あるものとして，あらかじ

め，市長が指定したものに

係るものを除く。）で伐採

区域の面積が１ヘクター

ル以下のもの 

エ 森林である土地の区域

外における木竹の伐採 

９ 土石類の採取 土石類の採取の方法が露天

掘りでなく（適切な埋戻し又

は植栽を行うこと等により

風致の維持に著しい支障を

及ぼさない場合を除く。），

かつ，採取を行う土地及びそ

の周辺の土地の区域におけ

る風致の維持に支障を及ぼ

すおそれが少ないこと。 

１０ 屋外における土

石，廃棄物又は再生資

源の堆積 

当該堆積を行う土地及びそ

の周辺の土地の区域におけ

る風致の維持に支障を及ぼ

すおそれが少ないこと。 



風致地区のあらまし 
芦屋市風致地区条例の概要と解説

 風致地区は，都市における風致を維持するために，都市計画によって定められる地域地区

をいいます。「都市の風致」とは，都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な

自然的景観をいい，本制度の対象となる地区は，良好な自然的景観を形成している土地の区

域のうち，都市における土地利用計画上，都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区

域について定めるものです。芦屋市には２つの風致地区が定められており，風致地区内にお

いて建築物の新築等の行為を行う場合は芦屋市長の許可が必要です。 

 このあらましは，風致地区内において建築物の新築等の行為を行う場合の主な許可基準や

添付図書等について記載したものです。よくお読みいただいて，風致地区の趣旨をご理解の

上，手続きをお願いします。              芦屋市都市計画課まちづくり係 

資料-4
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１ 風致地区の種別（条例第４条） 

(1) 風致地区

ア 第１種風致地区 

自然的景観の特に優れた樹林地，水辺地等の地区で，現存の風致を維持することが必要

なもの 

イ 第２種風致地区 

自然的景観の優れた樹林地，水辺地等の地区又はこれらと一体となった良好な住宅地等

の地区で，現存の風致を維持することが必要なもの 

ウ 第３種風致地区 

自然的景観を保持している樹林地，水辺地，住宅地等の地区で，現存の風致を維持する

ことが必要なもの 

(2) 芦屋市の指定状況（表―１）

風致地区名 種別 面積 位置 

六甲山風致地区 

１種 約 734.7ha  奥山，奥池南町，三条町，城山及び剱谷 

２種 約 170.1ha 奥池町，奥池南町，六麓荘町及び岩園町 

３種 約 149.9ha 
奥山，剱谷，三条町，山芦屋町，山手町，東

芦屋町，朝日ケ丘町，六麓荘町及び岩園町 

芦屋川風致地区 

１種 約 3.4ha 浜芦屋町及び松浜町 

３種 約 29.9ha

平田町，西山町，東芦屋町，月若町，松ノ内

町，前田町，業平町，川西町，公光町，平田

北町，浜芦屋町，精道町及び緑町 

   ※全体位置図は 10ページにあります 

２ 許可が必要な行為（条例第２条第１項及び第２項・別表第１関係）

風致地区内において次の行為をするときは，あらかじめ，芦屋市長の許可が必要です。 

(1) 建築物の新築，改築，増築又は移転 

ただし，床面積の合計が 10 ㎡以下のもの（建築物の高さが風致地区の種別ごとに定める高さの

限度を超えるものを除く）は許可はいりません。

(2) 工作物の新築，改築，増築又は移転 

ただし，工事に必要な仮設の工作物，水道管，下水道管，井戸その他これらに類する工作

物で地下に設けるもの及び高さが 1.5ｍ以下であるもの等は許可はいりません。 

(3) 建築物等の色彩の変更 

ただし，屋根，壁面，煙突，門，塀，橋，鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色

彩の変更は許可はいりません。 

(4) 宅地の造成，土地の開墾その他の土地の形質の変更 

ただし，面積が 10 ㎡以下で，高さが 1.5ｍを超える“のり”を生じないものは許可はいり

ません。 

(5) 水面の埋立て又は干拓 

ただし，面積が 10㎡以下のものは許可はいりません。

(6) 木竹の伐採 

ただし，間伐，枝打ち，通常の管理行為，枯損した木竹や危険な木竹などの伐採は許可は

いりません。 

(7) 土石類の採取 

ただし，(4)のただし書と同程度のものは許可はいりません。

(8) 屋外における土石，廃棄物又は再生資源の堆積

  ただし，面積が 10㎡以下であり，かつ，高さが 1.5ｍ以下のものは許可はいりません。 

-1--1-
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３ 許可基準（条例第５条及び別表第３関係）

(1) 建築物等の新築に関する基準

ア 仮設の建築物等 

(ｱ) 建築物等の構造が容易に移転し，又は除去することができるものであること。 

(ｲ) 建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風

致と著しく不調和でないこと。 

イ 地下に設ける建築物等

(ｱ) 建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風

致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ウ ア及びイ以外の建築物 

高 さ 建ぺい率 
外壁の後退距離 建築物が 

接する地盤 
面の高低差 

緑地率 
道路側 隣地側 

第１種 
風致地区 10m

以下 

20％以下 3.0m 以上 1.5m 以上 

6.0m 以下 

50％以上 

第２種 
風致地区

30％以下 

2.0m 以上 1.0m 以上 

40％以上 

第３種 
風致地区

15m

以下 
40％以下 30％以上 

エ ア及びイ以外の工作物（表－３） 

高 さ 

第１種風致地区 
10ｍ以下 

第２種風致地区 

第３種風致地区 15ｍ以下 

(2) 建築物等の改築，増築又は移転に関する基準 

高さ，建ぺい率，外壁の後退距離等について，(1)と同様の基準を適用するものとします。 

  改築については，改築前の建築物等の高さを超えないようにしてください。 

(3) 建築物等の色彩の変更に関する基準 

変更後の色彩が変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と調和するこ

と。 

(4) 宅地の造成，土地の開墾その他の土地の形質の変更に関する基準  

ア 形質の変更後の土地の地表面の形状その他の状態が植栽その他の適切な措置が行われる

ことにより当該土地の周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく，かつ，変更

を行う土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

イ 形質の変更を行う土地の区域の面積が１haを超えるものにあっては，高さが４ｍを超え

るのりを生ずる切り土又は盛り土を伴わないこと。 

ウ 区域の面積が１ha以上である森林で風致の維持上特に重要であるものとして，あらかじ

め，市長が指定したものの伐採を伴わないこと。 

種別 

種別 

内容 
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エ 緑地率（表－４） 

内容 緑地率 

第１種風致地区 50％以上 

第２種風致地区 40％以上 

第３種風致地区 30％以上 

オ 風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) 水面の埋立て又は干拓に関する基準 

ア 水面の埋立て又は干拓後の地表面の形状その他の状態が埋立て又は干拓を行う土地及び

その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

イ 当該埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を

及ぼすおそれが少ないこと。 

(6) 木竹の伐採に関する基準  

次のいずれかに該当し，かつ，伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風

致を損なうおそれが少ないこと。 

ア 建築物等の新築等や土地の形質の変更等を行うために必要な最小限度の木竹の伐採 

イ 森林の択伐 

ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で伐採区域の面積が 1ha 以下のもの 

エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採 

※その他 

   既存の樹木はできる限り保存するものとし，計画上，やむを得ず，伐採する場合は復元又

は移植するように努めて下さい。 

(7) 土石類の採取に関する基準  

土石類の採取の方法が露天掘りでなく，かつ，採取を行う土地及びその周辺の土地の区域

における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

(8) 野外における土石，廃棄物又は再生資源の堆積に関する基準  

当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれ

が少ないこと。

種別 
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４ 各基準の解説

(1) 建築物の高さ 

建築基準法施行令第２条第２項に規定される地盤面（平均地盤面）からの高さをいいます。

なお，階段室，昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の８分の１以内で，

その部分の高さが５ｍまでは高さに算入されません。ただし，風致上の影響が大きいため，

その位置や形態には配慮して下さい。 

(2) 建ぺい率 

建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。なお，建築基準法上の建ぺい率緩和（角地

等）の適用はありません。 

(3) 外壁の後退距離 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの有効距離をいいます。「建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面」には建築物に設置されるバルコニー，出窓，これらに類す

る手すり，建築面積に算入される庇・玄関ポーチ・掘り込み式駐車場・門構え等及び花置台，

架台のある室外機置場等が含まれます。その他，判断が困難な施設は事前に担当者と協議し

て下さい。 

なお，建築基準法上の外壁の後退距離に対する制限の緩和の適用はありません。 

(4) 建築物の接する地盤面の高低差 

建築物の柱又は壁及び地表に露出した基礎部分が地表面と接する位置の最低位置と最高位

置との高低の差をいいます。 

参考：建築物の高さ（第３種風致地区の場合） 

参考：建築物が接する地盤面の高低差 

６ｍ 

（建築可能高低差）

建築可能範囲 

建築物が地表面と 

接する最高位置 

建築物が地表面と 

接する最低位置 
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参考：緑地の算定方法例 

例１ 風致地区 第３種風致地区 

敷地面積 240 ㎡において第３種風致地区緑化率 30％の場合 

 必要緑地面積 240 ㎡×30％＝72.00 ㎡（以上） 

   必要植栽本数 240 ㎡×30％×６本/10 ㎡＝43.2 ・・・ 44 本  以上 

 必要高木本数 240 ㎡×30％×１本/10 ㎡＝7.2  ・・・うち高木 ８本 以上 

 必要中木本数 240 ㎡×30％×２本/10 ㎡＝14.4  ・・・うち中木 15 本 以上 

(5) 緑地率 

既存の良好な樹木（※１）等が保存されている面積又は風致の維持に有効な植栽（※２）

その他の措置（※３）が行われた面積の当該地の敷地面積に対する割合をいいます。 

（※１）既存の良好な樹木（規則第 10条） 

    その位置，規模及び植生状態が，当該土地及びその周辺における風致の維持上有効であ

るものをいいます。 

（※２）風致の維持に有効な植栽（規則第 11 条及び技術基準） 

   当該土地において風致の維持上有効な位置に，10㎡につき６本とし，うち植栽時の高さが

3.5 メートル以上の高木１本以上及び植栽時の高さが 1.5 メートル以上の中木２本以上とし

ます。なお，既存の幹周１メートル以上の樹木並びに新植で高さ５メートルを超える樹木に

ついては，上記算定において高木１本を２本とみなすことができます。 

 ※竹は有効な植栽の本数にカウントできません。 

 ※計算した本数に端数が生じた場合は，小数点以下第１位を切上げ，整数としてください。 

（※３）その他の措置（規則第 11条） 

   緑地として算入できる部分は風致の維持上有効な位置に植栽された部分をいいます。 

なお，風致の維持に有効な植栽は，常緑樹となるよう努めて下さい。また，バルコニー，出

窓及び庇等の下部や植栽の生育に適さない部分は緑地面積に算入できません。 

(6) 緑地の算定方法（技術基準） 

敷地面積に各種別に規定されている緑地率を乗じ，必要面積を算定します。この緑地部分

はできる限り，道路側に面した部分に計画して下さい。 

緑地面積の算定は，次の取扱いにより行うものとします。 

ア 既存の緑地等は，その面積の 120％を緑地面積とみなします。（イに該当するものを含む）

イ 道路境界線からの水平距離が３ｍ以内の緑地は，その面積の 120％を緑地積とみなしま

す。

ウ 駐輪場又は駐車場等で緑化ブロック等により緑地とする場合は，その面積の 50％を緑地

面積とみなします。（ア及びイに該当するものを含む） 

※緑化ブロック等は緑地率が 50％以上のものを使用して下さい。

既存の緑地 120％

道路 

3m 

建築物 

v v

v

v

道路境界から３m以内
の緑地 120％

駐車場を緑化ブロック

等とした場合 50％

通常の緑地 100％

高木 

中木 

低木 

必要となる。 

v

バ
ル
コ
ニ
ー
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（参考）植栽用樹木一覧（表－５） 

※樹種の選定は地域の植生並びに樹木の形状及び特性等を考慮したうえで決定して下さい。 

５ 許可申請等の手続き

(1) 事前相談 

   行為地の規制内容，留意点や申請書の記入の方法等を確認して下さい。 

(2) 許可申請（条例第２条，規則第２条，別表） 

申請書及び添付図書を整えた上，申請書（正・副）を提出して下さい。 

申請書は内容を審査して，許可できると認めた場合，申請者へ許可書を交付します。 

なお，風致の維持上，建築物等や植栽計画の変更を指導させていただくことがありますが，

風致地区の趣旨をご理解の上，ご協力をお願いします。 

また，許可後に行為の内容等を変更する場合は事前に担当者と打ち合わせの上，変更して

下さい。 

(3) 行為の着手 

工事着手時には「風致地区内行為許可票」を現地の見やすい場所に設置した上，着手届を

提出して下さい。 

(4) 行為の完了（規則第６条） 

行為が完了すれば，完了届出書に出来高図（植栽，擁壁，造成等），完了写真を添付した上，

提出して下さい。 

(5) 行為の中止・廃止（規則第６条） 

許可を受けた後に行為の中止（着工後，途中でやめる）又は廃止（着工前，とりやめる）

する際は，中止又は廃止届出書（正・副）と共に許可書（副）を提出して下さい。 

(6) 住所氏名等の変更，異動（規則第６条） 

建築主，工事施行者等に関する変更が生じる場合，住所氏名変更・異動届（正・副）を提

出して下さい。なお，建築主の変更の場合，届出者は変更前の方が届出して下さい。 

(7) 他法令等に係る手続き 

   一定規模以上の行為を行う場合は，別途，都市計画法に基づく開発許可や宅地造成等規制

法に基づく許可等が必要なことがあります。 

また，建築物等を建築する際，建築確認申請が必要となる場合は，建築確認申請を提出す

る前に風致地区の許可申請の手続きを行って下さい。なお，風致地区の許可申請については，

原則として確認申請の前に行って下さい。 

針
葉
樹

常緑 高木 カイヅカイブキ，クロマツ，ヒバ，ヒマラヤスギ，マキ 

落葉 高木 メタセコイヤ，ラクウショウ 

広
葉
樹

常緑 

高木 アラカシ，クスノキ，クロガネモチ，シラカシ，マテバシイ，ヤマモモ，モッコク 

中木 
ウバメガシ，オトメツバキ，キンモクセイ，ネズミモチ，ヤブツバキ， 

カナメモチ，ツゲ 

広葉 
高木 

アキニレ，アメリカフウ，イチョウ，イロハモミジ，エノキ，カツラ，カリン， 

ケヤキ，コブシ，サルスベリ，ソメイヨシノ，トウカエデ，ハクモクレン， 

ハナミズキ，ヤマザクラ，ユリノキ 

中木 シモクレン，ハナカイドウ，マンサク，ムクゲ 
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（例） 建築基準法 建築物，工作物等の確認申請等 

 都市計画法 開発行為の許可等 

 宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内の許可 

 砂防法 砂防指定地域内制限行為の許可 

 自然公園法 国立公園特別地域内行為の許可，普通地域内行為の届出 

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律  近郊緑地保全区域内行為の届出 

６ 手続きのフロー

○ 計画の変更等があるときの手続きのフローは，許可申請に準じます。なお，許可申請，設計

説明書に変更前後が対比できるよう２段書き（変更前のものは上段朱書，変更後のものは下段

黒書でそれぞれ記入）し，変更が分かる図面を添付し提出してください。（正１部・副１部） 

○ 申請用紙の入手方法  市役所窓口又はＨＰ上で配布しています。 

（芦屋市ＨＰ <トップページ>→<まちづくり>→<景観・まちづくり>→<風致地区制度>→<風

致地区様式一覧>にて配布） 

○ 建築主等又は工事施工者などに変更があったときは変更・異動届を提出。 

（正１部・副１部） 

風致地区許可申請書の提出 

（受付：都市計画課まちづくり係） 

正１部・副 1部

許可書の交付 副本の返却

工事着手

工事完了 

着手届の提出 正１部

完了届の提出 正１部

審査・決裁
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７　許可申請書（正１部　副1部）添付図書
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８ 芦屋市の風致地区 全体位置図

西宮市 

六甲山風致地区 

芦屋川風致地区 

阪急電鉄 

ＪＲ 

阪神電鉄 

国道２号 

国道４３号 

阪神高速 神戸線 

阪神高速 湾岸線 

神戸市 

-9-



芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例，同規則，同技術基準， 

各申請様式は，インターネットによる芦屋市のホームページからダウンロードで

きます。 

参考ＵＲＬ http://www.city.ashiya.lg.jp 

平成２8年 4月 

芦屋市都市建設部都市計画課 

まちづくり係 

ＴＥＬ ０７９７－３８－２１０９ 

ＦＡＸ ０７９７－３８－２１６４


